
 

 

 

 

令和３年 12 月 20 日 資料４－２ 

委員作成資料 第 16 回健康日本 21（第二次）推進専門委員会 

評価シート 様式２（案）委員作成資料           

（令和３年 12月 20日版） 

別表第五： 

栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標 

（３）休養・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１ 

（４）飲酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16 

（５）喫煙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28 
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様式２  

（領域名）（３）休養    

 

背景  

○ 「休養」には二つの意味が含まれている。「休」は、労働や活動等によって生じた心身の疲労を、休息

により解消し、元の活力を持った状態への復帰を図る働きを主として指す。一方、「養」は、“英気を養

う”と言うように、社会的機能の向上に資する心身の能力を自ら高める営みを主として指す。 

○ 日々の生活における具体的な「休養」においては、睡眠や余暇が重要である。十分な睡眠や余暇活

動を通してストレスに適切に対処することは、心身の健康に欠かせない。睡眠や余暇は、労働や活動

によって生じた心身の疲労を回復させ恒常性を保とうとするために生じる、生体の自律的かつ不随意

なメカニズムに支えられている。一方、生活習慣のなかで睡眠時間を確保する、よい眠りを得るための

環境を整える、余暇時間を取得する、余暇活動を選択するといった能動的・主体的な行動の側面も

あり、それぞれが「休」と「養」の要素を併せ持つ。 

○ 睡眠や余暇が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立し、個々人が自身に必要十

分な「休」と「養」を確保・実践することは、健康で豊かな人生を築く礎となる。 

 

１ 目標項目の評価状況 

評価 項目数 

Ａ  目標値に達した ０ 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある １ 

    Ｂ* Ｂの中で目標年度までに   
（内１） 

         目標到達が危ぶまれるもの  

Ｃ  変わらない ０ 

Ｄ  悪化している １ 

Ｅ 評価困難 ０ 

 

目標項目 評価 

① 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 Ｄ 

② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少 Ｂ* 
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① 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 

○ 目標設定の背景 

睡眠の不足は、日中の眠気や疲労をもたらすに留まらず、頭痛等の身体愁訴の増加、情動不安

定1)、注意力や判断力の低下2)に関連する作業能率の低下等、多岐にわたる影響を及ぼし、事故3)

等、重大な結果を招く場合もある。 

睡眠不足を含め様々な睡眠の問題が慢性化すると、肥満4)、高血圧5)、糖尿病6)、心疾患7)や脳

血管障害8)の発症リスク上昇と症状悪化に関連し、死亡率の上昇9)にも関与することが明らかとなって

いる。また、睡眠の問題はうつ病をはじめとした多くの精神障害において、発症初期から出現し、再燃・

再発リスクを高めることが知られているが、不眠の存在自体が精神障害の発症リスクをも高める10 )とい

う報告も近年多くみられるようになっている。 

これらを踏まえ、睡眠の問題に対処し、十分な睡眠をとることは心身の健康の保持・増進においては

極めて重要であり、睡眠に関連した目標設定が必要とされた。 

睡眠に関する目標として、睡眠時間等の客観的な目標ではなく、「睡眠による休養を十分とれてい

ない者の割合の減少」という、「睡眠の質」により関連する主観的・相対的な評価を含む指標が設定さ

れたのは、現行の国民健康・栄養調査で評価することが可能であること、過去の疫学データの集積が

あること、睡眠習慣に関する個人差についても対応可能であること等、現実的な事情が考慮されたも

のである。ところが、近年、睡眠時間や中途覚醒の回数といった睡眠の指標よりも、いわゆる「熟睡感」、

「睡眠の質」、「睡眠休養感」といった「睡眠により休養を十分とれていると感じているか」により関連する

と考えられる主観的評価について高血圧や糖尿病、心疾患や、うつ病等の精神的健康と強く関連す

るといった、目標としての妥当性を支持する報告が多く認められるようになっている11)12)。 

目標設定当時、国民健康・栄養調査においては、睡眠による休養を十分にとれていないという有訴

者率は 20％前後で推移していた。これも踏まえ、有訴者率の減少を目標に国民の睡眠習慣に対し

て積極的に施策を講じることとした。 

 

○ 今回の評価 

「睡眠による休養を十分とれていない者の割合（20 歳以上）」の最終評価は、全体としては

目標値に達しておらず、むしろベースライン値との比較においては有意に増加しており、「D:悪化し

ている」という結果となった（図１）。年代別に分析すると、ほぼ全ての世代で増加傾向にあり、

特に中高年者（50 代）において増加の度合いが大きかった（図 2、3）。この結果について性

差は認められなかった。 
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図 1：睡眠による休養を十分とれていない者の割合の推移（男女計） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 2：睡眠による休養を十分とれていない者の割合の推移（男女計、年齢階級別） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図３：睡眠で休養が十分に取れていない者の割合年次比較（20 歳以上 男女計・年齢階級別） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成 30（2018）年） 

 

図４：１日の平均睡眠時間（20 歳以上 性・年齢階級別） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成 30（2018）年） 

 

② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少 

○ 目標設定の背景 

過重労働等を原因とする脳・心臓疾患、精神障害に係る労災認定件数は高水準で推移しており、

その背景には長時間労働の存在も考えられる。長時間労働に従事する者は、週労働時間が 40 時

間以下の者よりも急性心筋梗塞の発生率が高いこと13)や糖尿病のリスクが高まること14)が指摘されて

いるように、長時間就業に伴う心身への過度の負荷は、交感神経の過活動を招き、不眠等を介して、

循環器疾患や精神疾患のリスクを高めると考えられる。過重労働を解消し、労働者が健康を保持し

ながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるような労働環境を整備することは重要

な課題となっていたことから、余暇の確保といった観点からも「週労働時間 60 時間以上の雇用者の割

合の減少」を指標として設定した。 
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○ 今回の評価 

  「週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合（15 歳以上）」はベースライン値の 9.3%から 

経年的に漸減傾向にある（図６）。ただし、男女別に見ると、特に男性での低下幅が大きい。

30～50 代前半では依然として高い水準にあり、20 後半～40 代前半で低下幅が大きい。また、

企業規模別に見ると、規模の小さい企業ほど比較的高い水準にあるが、全ての企業規模で低下

傾向にある。 

 

図 6：週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 

 
出典：総務省「労働力調査」 

図７：週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合（男女別） 

 
出典：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」をもとに作成 



 

6 

 

図８：週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合（年齢階級別） 

 
出典：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」をもとに作成 

 

図９：週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合（企業規模別） 

 
出典：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」をもとに作成 
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２ 関連する取組  

＜各目標項目に係る取組＞  

① 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 

○ 健康づくりのための睡眠指針2014の策定 

「健康日本21」の睡眠について設定された目標に向け、具体的な実践を進めていく手だてとして

平成15（2003） 年に策定された「健康づくりのための睡眠指針」を直近のエビデンスを踏まえて

改訂し、新たに「健康づくりのための睡眠指針2014」として平成26（2014）年３月に厚生労

働省ウェブサイトで公開した15)。 

 

図 7：健康づくりのための睡眠指針 2014 ~睡眠 12 か条～ 

 
出典：厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」 

 

 



 

8 

 

○ 睡眠に対する保健指導の紹介 

「標準的な健診・保健指導プログラム」では、平成19（2007）年の策定当初より、「標準的

な質問票」において「睡眠で休養が十分とれている」を、質問の一つとして定めている。また、平成

25（2013）年より睡眠の質に問題がある場合は「睡眠指針」を参照して支援（保健指導）

を行うよう記載している。 

○ 専門学会・省庁におけるガイドライン・指針等の作成・改定 

生物学から臨床医学・公衆衛生学まで、学際的な伝統を持つ日本睡眠学会は、「睡眠薬の

適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」を平成25（2013） 年に発表した。この他、日本

神経治療学会も「標準的神経治療：不眠・過眠と概日リズム障害」を平成28（2016）年に

発表し、睡眠に関する適切な診療を目指したガイドラインを公表した。 

○ 国土交通省は、「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～ＳＡＳ対

策の必要性と活用～」について、平成27（2015） 年に改訂版を公表し、睡眠時無呼吸症候

群（sleep apnea syndrome: SAS）による事故防止等について啓発を行った。 

○ 、厚生労働省の生活習慣病予防のための健康情報サイトである e ヘルスネットや、スマート・ライ

フ・プロジェクトの一環として作成しているポスター等を通して、睡眠啓発イベントの開催（※１）や、

特設ページの設置（※２）を行い、適切な休養・睡眠をとることを啓発している。 

※１：https://www.mhlw.go.jp/photo/2019/09/ph0917-01.html 

※２：https://www.smartlife.mhlw.go.jp/minna/sleep/ 

○ 厚生労働科学研究（※３）において、睡眠指針の改定を含めた睡眠による健康増進に関する

研究を実施した。 

※３：「健康日本21（第二次）に即した睡眠指針への改訂に資するための疫学研究」（平成  

25～27 年度、研究代表者大分大学兼板佳孝） 

「「健康づくりのための睡眠指針2014」のブラッシュアップ・アップデートを目指した「睡眠の質」

の評価及び向上手法確立のための研究」（令和 1～2 年度、研究代表者国立精神・神

経医療研究センター栗山健一） 

 

② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少 

○ 長時間労働の抑制 

● 平成26（2014）年に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置

した。 

● 平成27（2015）年から100 時間超（平成28（2016）年から80 時間超に拡大）の

時間外・休日労働が行われていると考えられるすべての事業場等に対する、労働基準監督署

からの監督指導を実施している。 

● 平成29（2017）年に、政府が働き方改革実行計画を策定し、罰則付きの時間外労働の

上限規制導入等に対して、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会が導入に合意し

た。その結果、平成30（2018）年に、週40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限

度を原則として月45 時間かつ年360 時間と設定し、単月では休日労働を含め100 時間未
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満とした「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「働き方改革関

連法」という。）が成立し、平成31年４月から順次施行されている。 

● 平成26（2014）年11 月１ 日より、第186 回国会において制定された、過労死等防止

対策推進法が施行された。同法を受けて、政府は「過労死等の防止のための対策に関する大

綱」を平成27（2015）年７月に閣議決定した16)。その後、この大綱に基づく対策の推進状

況等を踏まえ、平成30（2018）年７月に大綱を改定し、閣議決定した。 

● ｢日本再興戦略改訂2014」（平成26（2014）年６月14日閣議決定）に｢働き過ぎ防

止のための取組強化｣が盛り込まれたことを踏まえ、相当の時間外労働が認められる事業場等

への重点監督を実施した。また、平成30（2018）年に成立した働き方改革関連法により改

正された労働基準法について、時間外労働の上限規制等の内容の周知を図るとともに、働き

方改革推進支援センターや助成金の活用により、企業における働き方改革の取組に対する支

援を実施した。 

 

３ 各目標項目の評価に係る要因分析及び領域全体としての評価 

＜各目標項目の評価の要因分析＞ 

① 「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少」 

本目標項目は全体として「D：悪化している」であり、目標は達成されなかった。主な要因としては、

以下が考えられる。 

1）睡眠休養感については、若年者、壮年者、高齢者で異なる要因が関与していることが様々な

報告より推察されるが、これまでの取組については、年代別のアプローチが必ずしも十分でなく、

睡眠による休養を十分にとるための具体的な行動に結びつかず、睡眠による休養を十分にとれ

ていないという回答につながった可能性 

2）我が国の平均睡眠時間は国際比較において最も短いことが報告されており、最近でも目立っ

た変化が見られない。睡眠時間の確保を妨げる要因の軽減・除去といった観点からのアプロー

チが必ずしも十分ではなく、睡眠による休養を十分にとれていないという回答につながった可能

性 

3）健康保持・増進における睡眠の重要性に関する認識の向上が、結果的に自身の睡眠の評

価を低下させ、睡眠による休養を十分にとれていないという回答につながった可能性 

 

○ （1 に関連）睡眠確保の妨げになっている点として、30～40 代男性では「仕事」、30 代女性では

「育児」と答えた者の割合が高かった（表１）。一方、20 代では男女ともに「就寝前に携帯電話、メ

ール、ゲーム等に熱中すること」の割合が最も高かった。 

○ （1 に関連）50 代以上では、男女とも睡眠確保の妨げになっている点は「特にない」との回答が最

も多く、年齢階級が上がるほどその割合が増加していた。これまでの報告から、この年代についてはむ

しろ睡眠時間の確保よりも、床上時間が長いことが睡眠の質の低下と関連することが指摘されている。

このため、高齢者に関しては、睡眠確保の妨害要因の除去よりも、睡眠衛生教育や日中の活動指

導等から睡眠の質を確保するアプローチがとりわけ必要となると考えられる。 
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○ （2 に関連）令和元（2019）年の｢国民健康・栄養調査｣によると、１日の平均睡眠時間が 6

時間未満の者の割合は、男性 37.5％、女性 40.6％であった。男性の 30～50 代、女性の 40～

50 代では４割を超えており、男女とも「日中眠気を感じた」者の割合が高い要因の一つと思われる。 

○ （2 に関連）令和元（2019）年の OECD「Gender Data Portal 2019」によると、調査年は

国によって異なるが、OECD30 か国の平均睡眠時間が 8 時間 23 分であるのに対して、日本はそれ

よりも１時間ほど短く 7 時間 22 分であり、30 か国の中で最も短かった。この状況は以前より続いてい

る。しかも 1960 年代頃と比較すると、日本人の睡眠時間は 1 時間ほど短縮しているという報告もあ

る。 

 

 

表１：睡眠の確保の妨げとなる点（20 歳以上 男女別） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（令和元（2019）年） 

 

② 「週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少」 

本項目の評価は「B*：現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある（目標年度までに目標

到達が危ぶまれる）」であった。その主な要因としては、以下が考えられる。 

1）平成 27（2015）年から行われている時間外・休日労働が行われていると考えられるすべての

事業場等に対する、労働基準監督署からの監督指導の実施等が奏功した可能性 

2）時間外労働の上限規制等の内容の周知を図るとともに、働き方改革推進支援センターや助

成金の活用により、企業における働き方改革の取組に対する支援が奏功した可能性 

 

＜領域全体としての評価＞ 

○ 「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少」は悪化、「週労働時間 60 時間以上の雇
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用者の割合の減少」については改善傾向であった。睡眠や余暇が日常生活の中に適切に取り入れら

れた生活習慣を確立し、個々人が自身に必要十分な「休」と「養」を確保し実践するという、「休養」

領域全体としての目標到達は、道半ば、と考えられた。 

 

４ 今後の課題 

＜領域全体としての課題＞ 

睡眠、余暇を日常生活が適切に取り入れられた生活習慣を確立し、個々人が自身に必要十分な

「休」と「養」を確保し実践するという「休養」領域全体としての目標に向けて、引き続き取り組む必要があ

る。 

 「睡眠」の結果からみえる、異なる背景要因を持つ集団別のより効果的な対策策定の必要性、「週労

働時間」の目標達成状況からみえる、個人とともに所属する集団を通したアプローチの有効性等を踏ま

えた上でこれまでの取組を見直し、新たな取組を考案することが必要と考える。 

例えば、「睡眠による休養を十分とれていない者の減少」に対しては、全体的な睡眠指針の周知だけ

でなく、睡眠確保の妨げになっている点についてより具体的な介入を行う、より質のよい睡眠を得るための

年代別の「処方箋」を示し、学校や企業等での取組を強化するといった方向性等が考えられる。また「週

労働時間」については、長時間労働者の働き方、余暇の過ごし方に関する情報をさらに分析し、心身の

不調につながる要素を抽出して、重点的な対策を検討する、といった方向性等が考えられる。 

 

＜各目標項目に係る課題＞ 

① 睡眠による休養を十分とれていない者の減少 

○ 睡眠指針の認知度について、先行研究等は少ないが、厚生労働科学研究の研究班報告によれば

中高年者で約 12%であり、まずは認知度向上のための普及啓発活動を今後も継続する必要がある。

このため、引き続き、｢健康づくりのための睡眠指針 2014｣やスマート・ライフ・プロジェクトのポスター、

９月の健康増進普及月間に健康増進に関わるイベントの開催等を通じて普及を推進する。 

○ 厚生労働科学研究（※）によるエビデンスの整理や検討会における検討を踏まえて、睡眠指針

の改訂を目指す。 

※「適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡眠指針」と連動した行動・習慣

改善ツール開発及び環境整備」（令和３～５年度、研究代表者国立精神・神経医療研究

センター栗山健一） 

○ 「健康づくりのための睡眠指針 2014」では、昼間の眠気で困らない程度の睡眠時間を確保すること

を推奨しているが、令和元（2019）年｢国民健康・栄養調査｣において、睡眠時間が６時間未満

の者の割合が４割程度いることが明らかとなり、男女とも「日中眠気を感じた」者の割合が高い要因の

一つと考えられた。睡眠の確保の妨げとなっている主要な原因が男性では仕事、女性では育児等であ

り、これらが睡眠時間の短縮につながっていると考えられ、睡眠時間の妨げの原因を解消するには、

「働き方改革」の取組、企業のワークライフバランスのより一層の推進が不可欠と考えられる。引き続き、

スマート・ライフ・プロジェクトと連携した周知等、一層の取組を推進する。 
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○ 20 歳代の男女において、睡眠確保の妨げとなる点について、就寝前に携帯電話、メール、ゲーム等

に熱中することと回答した者の割合が最も高かった。「健康づくりのための睡眠指針 2014」において、

寝床に入ってから携帯電話、メールやゲーム等に熱中することや、携帯電話やパソコン等の光の刺激

が入ることは、覚醒を助長し、睡眠に悪影響を及ぼす可能性があることを、引き続き注意喚起し、企

業等での取組を支援してゆく。 

○ 国土交通省の発表した、「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～

SAS 対策の必要性と活用～」による SAS 対策は、法的な拘束力がなく、あくまで実施を推奨してい

るにすぎないため、経済的に余力のある企業、業界団体が自主的に SAS の早期発見・早期治療に

努めている現状である。近年 SAS の有病率が高いこと、循環器疾患・交通事故のリスクであることが

内外の報告で明らかにされてきたことから、労働衛生上の施策の検討が求められる。 

○ 睡眠障害に対する取組としては、今回の結果をみると、まずは睡眠不足症候群（仕事、勉学、その

他の活動が原因）への取組をさらに重点的に行う必要があると考えられる。また、睡眠確保の妨げと

なっている要因として仕事や育児・家事を挙げた年代で問題となりやすい、交代勤務障害、睡眠関連

呼吸障害（SAS を含む）にも、今後も継続的な対策を講じる必要がある。 

これらの睡眠障害による慢性睡眠不足状態では、自覚的眠気を感じず、眠気が疲労、加齢と誤

認されている例が多いことが生理学的研究、疫学研究で明らかにされている。自覚しにくい睡眠の問

題への気づきを促す研究・施策として、SAS であれば眠気をチェックするよりも「いびきの頻度」、「大き

ないびきの有無」、「睡眠中の呼吸停止の有無」等の問診の重要性を明らかにする研究、簡便な睡

眠中の呼吸モニターの開発・普及が望まれる。また、交代勤務障害に関しては、わが国を含む先進諸

国で労働者の約２～４割が交代勤務者とされており、グローバル化を迎え、更に多くの労働者が交

代勤務に従事することが予想されることから、休養のとり方、交代勤務による睡眠障害に関する情報

の啓発が必要である。 

 

② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少 

○ 引き続き、月80時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底等による過

重労働対策や、時間外労働の上限規制等について丁寧な周知・啓発を行うとともに、働き方改

革推進支援センターでの相談・支援等を実施し、長時間労働対策を推進する。 

○ 平成 30（2018）年に、労働時間制度に関する制度の見直し、勤務間インターバル制度の普及

促進、産業医・産業保健機能の強化等を内容とする働き方改革関連法が成立した。具体的には、

労働基準法、労働安全衛生法等の改正により時間外労働の上限規制の導入や、フレックスタイム制

の見直し等が実施された。 

○ 長時間労働に関しては、労働基準法によって法整備がなされているものの、依然として勤務問題が

原因での自殺者数は平成 10（1998）年から平成 23（2011）年で約 800 人増加し、近年漸

減傾向にあるものの、総数として約 2,000 人（平成 29（2017）年時点）と多く、法の整備だけ

でなく、その遵守に向けた対策や、自殺者数の抑制に向けた取組をどのように推進していくかについても、

更なる議論が必要であると考える。 

   労働時間が長くなっても睡眠時間が6時間以上確保されている場合には、うつ状態のリスクは上昇
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しないといった報告17）もあり、長時間労働の抑制とともに、睡眠をどのように確保するか、余暇時間を

どのように過ごすかといったことについても併せて検討し、企業単位での取組も検討する必要がある。こ

のように長時間労働の抑制と睡眠時間確保の取組を組み合わせて実施することにより、2つの目標項

目の達成につながると期待される。 

※（注）自殺の調査における原因動機を平成 19 年から１項目から３項目まで選択することが

できるようになったため、単純比較には注意を要する。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の課題 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅勤務をする者、遠隔授業を自宅で受ける者の割合が

増加した。これにより通勤通学の時間が減少したこと、日中の活動量が減少したことをはじめ、様々な

生活上の変化が生じた。睡眠に関しても種々の影響が報告されている。報告として多いのは、睡眠時

間は増えたが、睡眠の質は必ずしも向上しない（あるいは低下）、睡眠位相後退（夜型化）が目

立つようになった18)というものである。不眠症状と不眠症の割合は、欧米諸国を比較し場合は日本を

含むアジア諸国は低率であったとの報告も見られる19)。 

○ 在宅勤務により労働時間がどのように変化したかについては、今後の調査結果も待って判断しなけれ

ばならないが、新型コロナウイルス感染症拡大前の調査では、在宅勤務ではむしろ労働時間が長くな

ったという結果も報告されている20)。 

○ 在宅勤務・遠隔授業等は、今後新型コロナ感染拡大が収束したあとも、感染拡大前と比較して一

定の割合で継続されると考えられるが、睡眠の質の確保、余暇の確保については、継続的な取組が

必要であり、そのための１日のスケジュール管理や計画的な運動の実施等について、新たに知識の普

及や実践を検討していく必要がある。 
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様式２  

（領域名）（４）飲酒    

 

背景  

○ アルコールは、さまざまな健康障害との関連が指摘されており、アルコール性肝障害、膵炎等の臓器

障害、高血圧、心血管障害、がん等の他、自殺や事故とも深く関連する。平成 30（2018）年に

WHO が発表した「Global status report on alcohol and health 2018」によると、平成 28

（2016）年の試算で、年間 300 万人がアルコールの有害な使用のために死亡し、全死亡に占める

割合は 5.3%とされたが、この割合は、結核（2.3％）、エイズ（1.8％）、糖尿病（2.8%）、高

血圧（1.6%）、消化器疾患（4.5%）、交通事故（2.5%）、暴力（0.8%）による死亡を

上回っている 1)。 

○ 障害調整生命年（DALY）では、アルコールによる早世や障害は、女性の DALY 全体の 1.6%、

男性では 6.0%を占め、全要因の中の 7 番目の高い割合となっている。特に、年齢を 15 歳から 49

歳に限ると、全要因の中で最も高い割合となり、男性の 8.9%、女性の 2.3%の原因となっている。ま

た、同じ年代の男性の全死亡の 12.2%、女性の 3.8%がアルコールに起因するという報告もある 2)。

このように、世界的にもアルコールによる健康への影響は重要な問題として認識されている。 

○ 患者調査（厚生労働省）によれば、アルコール性肝硬変の患者数は、平成８（1996）年の４

千人から、平成 29（2017）年には 1.4 万人へと増加している。人口動態統計（厚生労働省）

によれば、アルコール性肝疾患の死亡数は、平成８（1996）年には 2,403 人であったものが、令

和元（2019）年には 5,480 人と増加しており、そのうち約８割がアルコール性肝硬変である。 

○ 令和 3（2021）年 3 月 26 日に閣議決定された第 2 期アルコール健康障害対策基本対策推

進基本計画には、「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通

じて、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する」、「アルコール健康障害の当事者やその家

族がより円滑に適切な支援に結びつくように、アルコール健康障害に関する相談から治療、回復支援

に至る切れ目のない支援体制を構築する」という２つの重点課題が示されており、１番目の課題にお

ける重点目標は、健康日本 21（第二次）の飲酒領域に設定された３つの目標項目と同一である。 

○ 国内外の研究結果から、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する多くの健康問

題のリスクは、1 日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上昇することが示されており 9-12)、これらの知見

からは生活習慣病のリスクを高める飲酒量の閾値は低ければ低いほど良いことが示唆される。一方、

全死亡、脳梗塞及び虚血性心疾患については、飲酒量との関係がほぼ直線的に上昇するとは言え

ない。しかし、その場合でも男性では 44g/日程度以上の飲酒（純アルコール量）で非飲酒者や機

会飲酒者に比べてリスクが高くなることを示す研究が多い 13-16)。また、女性では 22g/日程度以上の

飲酒でリスクが高くなることを示す研究がある 14,17）。 

 

〇 未成年者1の飲酒が好ましくない医学的根拠としては、未成年者の身体は発達する過程にあるため、
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体内に入ったアルコールが身体に悪影響を及ぼし健全な成長を阻害すること、臓器の機能が未完成

であるために、アルコールの分解能力が成人に比べて低く 18)、アルコールの影響を受けやすいこと等が

挙げられる。例えば未成年者飲酒は、成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしや

すい 19, 20)。また、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存症リスクが高くなる 19, 21)。未成年

者の飲酒は事件や事故に巻き込まれやすくなるなど社会的問題も引き起こしやすい。未成年者飲酒

禁止法や健康への影響及びこれらの点を踏まえて、未成年者の飲酒を防止することが必要である。 

〇 妊娠中の飲酒が、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こすことが知られているが、予防し

うる安全な飲酒量はいまだに不明である。妊娠中あるいは妊娠を計画している女性はアルコールを飲

まないことが求められる 22）。これらを踏まえて健康日本 21（第二次）では、妊娠中の飲酒をなくす

ことが目標として設定された。 

 

１ 目標項目の評価状況 

評価 項目数 

Ａ  目標値に達した 0 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある ２ 

    Ｂ* Ｂの中で目標年度までに   
（内０） 

         目標到達が危ぶまれるもの  

Ｃ  変わらない ０ 

Ｄ  悪化している 1 

Ｅ 評価困難 0 

 

目標項目 評価 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 D 

一日当たりの純アルコール摂取量が男性 40g 以上の割合 （Ｃ） 

一日当たりの純アルコール摂取量が女性 20g 以上の割合 （Ｄ） 

② 未成年者の飲酒をなくす B 

中学 3 年生 男子 （B） 

中学 3 年生 女子 （B） 

高校３年生 男子 （B*） 

高校３年生 女子 （B） 

③ 妊娠中の飲酒をなくす B 

 

【参考】 
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出典：健康日本 21（第二次）の推進に関する参考資料 

 

 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 

○ 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコール摂取量が男性

40g 以上、女性 20g 以上の者）の割合」は、平成 22（2010）年から令和元（2019）年

の間で、男性では有意な増減は認められない。一方、女性では、平成 22（2010）年と令和元

（2019）年との比較及び年次推移の双方とも有意に増加しており、悪化している。女性の年齢

階級別に推移をみると、20 歳から 39 歳までの年齢では、減少傾向にあるのに対して、40 歳から

69 歳で上昇傾向にあり、70 歳以上でも緩やかに増加する傾向がみられる。 
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図１：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する者の割合の推移 

男性                             女性 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

② 未成年者の飲酒をなくす 

○ 未成年者の飲酒については平成 22（2010）年、平成24（2012）年、平成 26（2014）

年の推移で、中学３年生、高校３年生ともに、その割合は男女ともにコンスタントに下がってきてい

る。中学３年生男女、高校３年生女子は、目標年度の令和 4（2022）年までに目標達成見

込みであることから B、高校３年生男子は目標年度までに目標達成が危ぶまれることから B*と評

価され、目標項目「未成年の飲酒をなくす」全体としては「B：現時点で目標値に達していないが、

改善傾向にある」の評価となった。 

【参考】 

・ 令和 3（2021）年度の調査に関しては、コロナ禍の影響を受けていること、またそれまでの対面式

アンケートから、対面式と web アンケートを組み合わせた調査となったことから、参考値とした。 

・ 令和 3（2021）年の値は、中学３年生男子 1.7％、中学３年生女子 2.7％、高校 3 年生

男子 4.2％、高校 3 年生女子 2.9％であった。 
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図２：未成年者の飲酒の割合 

中学 3 年生男子                      中学 3 年生女子 

 
高校 3 年生男子                     高校 3 年生女子 

 

出典：厚生労働科学研究費による研究班の調査 

 

③ 妊娠中の飲酒をなくす 

妊娠中の飲酒については、平成 22（2010）年のベースライン値（8.7％）に比べて平成 25 年

（2013）年の中間評価値（4.3％）はおよそ半分に減っている。さらに、令和元（2019）年の

母子保健課調査では、妊娠中に飲酒したと回答した母親の割合は、1.0％となっており、妊婦の飲酒

者割合は減少傾向にある。目標年度の令和 4（2022）年度までに目標達成見込みであることから

B「現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある」と評価される。 
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図３：妊娠中の飲酒の割合 

 
出典：厚生労働省 母子保健課調査 

平成 25 年：厚生労働科学研究費「「健やか親子 21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運

動の推進に関する研究」 

 

２ 関連する取組 

＜領域全体に係る取組＞ 

＜アルコール健康障害対策推進基本計画＞ 

○ 令和 3（2021）年 3 月 26 日に閣議決定された第 2 期アルコール健康障害対策推進基本計

画には、「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて、将来

にわたるアルコール健康障害の発生を予防する」、「アルコール健康障害の当事者やその家族がより円

滑に適切な支援に結びつくように、アルコール健康障害に関する相談から治療、回復支援に至る切れ

目のない支援体制を構築する」という特に今後５年間で実施されるべき重点課題が２つ盛り込まれ

ており、１番目の課題は、健康日本 21（第二次）の飲酒領域に設定された３つの目標項目と同

一である。この計画に従えば、健康日本 21（第二次）の最終年度より前倒して、これら３項目の

目標は達成されなければならないことになっている。以上を達成するために、基本計画には以下のよう

な対策が盛り込まれている。 

○ 未成年者や妊婦及び教育者や保護者に対して、飲酒が未成年者や胎児・乳児に及ぼす健康影

響について啓発する。その際、アルコール関連問題啓発週間や 20 歳未満飲酒防止強調月間等の

機会、健康日本 21 や健やか親子 21 等の活動を通じ、国、地方公共団体、関係団体、事業者等

と連携して実施する。 

○ 未成年者や妊婦の飲酒を防止するために、酒類提供業者に対して、未成年者への酒類の提供の

禁止を周知徹底させるとともに指導・取り締まりを強化する。 

○ アルコール依存症を含むアルコール健康障害に関する正しい知識を普及させる。 

○ アルコール健康障害を予防するための早期介入方法であるブリーフインターベンションに関する調査研
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究を行う。 

＜その他の取組＞ 

○ 多量飲酒者への対策として、｢標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】（平成 25 （2013）

年４月）｣に減酒支援（ブリーフインターベンション）を収載。また、「標準的な健診・保健指導プログ

ラム【平成 30 年度版】」に改訂の際に、内容を最新の知見にあわせて更新した。 

○ 厚生労働科学研究費補助金を用い、飲酒状態も含め、未成年者の健康課題及び生活習慣に関

する実態調査を実施。 

○ 厚生労働科学研究費補助金を活用し、減酒支援の普及を推進。 

○ メタボリック症候群等の生活習慣病が気になる方のために、健康情報サイトである厚生労働省のｅ

－ヘルスネット等のウェブサイトを通じた普及啓発を実施。 

＜関係学会等の取組＞ 

○ 公益社団法人アルコール健康医学協会：飲酒と健康に関する講演会 

○ 特定非営利活動法人 ASK：啓発、連携、提言、育成、調査、支援活動 

 

＜各目標項目に係る取組＞ 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 

○ 平成 26（2014）年に施行されたアルコール健康障害対策基本法に基づき、令和３（2021）

年度からアルコール健康障害対策推進基本計画（第２期）が開始。本計画との整合性を保ちつつ、

保健指導の現場での減酒支援実施の促進及び生活習慣病のリスクを高める量に関する知識の普

及啓発活動を推進。 

○ 医療や健診等種々の保健事業の現場において、減酒支援を普及していくため、｢たばこ・アルコー

ル対策担当者講習会｣により、保健医療従事者向けの研修会を実施。 

 

② 未成年者の飲酒をなくす 

○ 国税庁、警察庁等と共に 20 歳未満飲酒防止キャンペーンの後援、20 歳未満飲酒防止強調月

間（４月）の設定。 

○ 厚生労働科学研究費補助金を用い、飲酒状態も含め、未成年者の健康課題及び生活習慣

に関する実態調査を実施。 

 

③ 妊娠中の飲酒をなくす 

○ スマート・ライフ・プロジェクト参画団体を巻き込んだ活動を促進。 

○ 母子健康手帳や「妊産婦のための食生活指針」において、妊娠中の飲酒のリスクを啓発。妊産

婦のための食生活指針は令和３（2021）年３月に改正。 
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３ 各目標項目の評価に係る要因分析及び領域全体としての評価 

 

＜各目標項目の評価の要因分析＞ 

① 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」の評価は、男性は「C：変わらない」、

女性は、「D：悪化している」であった。目標を達成しなかった要因としては、多量飲酒者に対する

アルコール健康障害に関する正しい知識の普及が進んでいないこと、ブリーフインターベンション普及

の取組は、開始されたばかりであり、十分に社会に浸透していないこと、女性の社会進出増加に伴

う飲酒機会の増加等が考えられる。 

 

② 「未成年者の飲酒をなくす」の評価は「B：現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある」で

あった。その要因として、飲酒が未成年者に及ぼす健康影響に関する啓発の効果、酒類提供業者に

対する未成年者への酒類提供禁止の周知徹底の効果、未成年者の飲酒に対する意識の変化等が

考えられる。 

 

③ 「妊娠中の飲酒をなくす」の評価は「B：現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある」であ

った。その要因として、妊婦に対する飲酒が胎児・乳児に及ぼす健康影響についての普及啓発が奏功

している可能性等が考えられる。 

 

＜領域全体としての評価＞ 

○ 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」は、男性では変化なし、女性では悪化傾向にあ

る。より一層のアルコール健康障害に関する知識の普及啓発を行い、ブリーフインターベンションを普及

させること等が今後の課題と考えられる。「未成年者の飲酒をなくす」は目標値には到達していないも

のの、改善傾向にある。この傾向は、「妊娠中の飲酒をなくす」も同様であり、目標を達成することは、

次期に向けた課題と考えられる。 

 

４ 今後の課題 

＜領域全体としての課題＞ 

○ 国のアルコール健康障害対策推進基本計画に基づく対策が確実に実施されていくことが必要である。 

○ 各都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画が早期に策定され、確実に実施

されていくよう推進する。令和 3（2021）年度にはすべての都道府県でアルコール健康障害対策推

進基本計画が策定される予定である。 

○ 上記基本計画に含まれていないが、アルコール健康障害を予防するためのブリーフインターベンション

の広範な施行は、特に「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少」の達成のた

めに非常に重要であり、この対策を推進する。 

○ 第３期がん対策推進基本計画において、予防可能ながんのリスク因子の１つとして過剰飲酒が挙

げられており、上記の対策等を通じて、がんの罹患者や死亡者の減少に取り組む。 

○ 国、地方公共団体、業界団体、関連機関、企業、地域団体等が連携・協力しながら飲酒に伴うリ



24 

 

スクに関する知識の普及を推進する。特に、未成年者の飲酒防止や女性の適正量を超えた飲酒の

予防等の活動を行っていく。また、自治体や企業等の先進的な取組を評価し、優れたものを表彰する

ことで広める支援活動を実施する。 

 

＜各目標項目に係る課題＞ 

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコールの摂取量が男

性 40g 以上、女性 20g 以上の者）の割合の減少 

○ 保健指導の現場での減酒支援実施の促進及び一時的多量飲酒のリスクや生活習慣病のリスクを

高める量に関する知識の普及啓発活動を推進。 

○ 特に、基本計画（第２期）に記載されている個人の特性に応じた「飲酒ガイドライン」を作成し、ま

たアルコール飲料容器へのアルコール量の表示を推進する。 

○ その他、厚生労働科学研究費補助金、スマート・ライフ・プロジェクト等を通じた減酒支援や関連す

る知識の普及活動を推進。特に、スマート・ライフ・プロジェクトの一環として作成しているポスターで新

たに適正飲酒に関するポスターが追加される予定。 

○ 飲酒に伴う健康影響は、年齢、性別、体質等に応じて異なることを踏まえ、誰もがアルコール健康障

害の問題を我が事と認識できる様に、特性に応じて留意すべき点等を分かり易く啓発していく。 

○ 酒類業界において、アルコール飲料の広告・表示等における自主的な取組を引き続き推進すること

を求める。 

 

②未成年者の飲酒をなくす 

○ 引き続き実態調査を実施予定。また、アルコール健康障害対策推進会議等を活用し、関係省庁と

の連携をより一層密にした対策を推進予定。 

○ 20 歳未満の飲酒をなくすことを目標とし、20 歳未満の飲酒すべきでない者の飲酒リスクの普及啓

発及び不適切飲酒を未然に防ぐ取組の徹底を引き続き実施する。 

 

③妊娠中の飲酒をなくす 

○ 妊娠中の飲酒をなくすことを目標とし、妊娠中の飲酒リスクの普及啓発及び不適切飲酒を未然に防

ぐ取組の徹底を引き続き実施する。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の課題） 

○ 国税庁の酒レポートによると、令和 2（2020）年の酒類消費動向は、飲酒店を中心に酒類消費

が大きく減少しているのに対して、家庭消費はやや増加している 3)。 

○ テロ、SARS 感染拡大、大不況といった 21 世紀に発生した危機的状況とアルコール消費に関する

レビューによると、不安、抑うつ、PTSD が、少なくとも部分的に、これらの危機とアルコール消費増加を

媒介しており、男性、若年者、単身もこれらの危機後にリスクのある飲酒行動に発展する高い脆弱性

と関連したとしている 4)。 
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○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるアルコール消費に関する調査の系統的レビューによ

ると、アルコール消費が減少、不変、増加と結果は調査によるばらつきが多いことが示されているが、全

体的にはアルコール消費が増加する傾向が認められたとしている 5)。 

○ 上記と同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるアルコール消費に関する調査の系統

的レビューによると、感染拡大以前の危険な飲酒、介護責任、ストレス、うつ病、不安や精神疾患の

治療を受けていることは、アルコール消費の増加と相関していたとしており、人口の特定のセグメントで

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大によってアルコール消費が増加するリスクがあるとしている 6)。 

○ 同様の新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるアルコール消費に関する調査の系統的レビ

ューによると、人口の多くは飲酒行動に変化がないものの、lockdown 時には人口の 10.4-51.0%

に増加傾向が認められた。一方、同じ国からの報告でも時期によって、結果が異なることが指摘されて

いる 7)。 

○ これらのレビュー結果からは、新型コロナウイルス感染症の飲酒行動への影響は、一様ではないことが

示されているが、国内の情報は不十分であり、今後も情報の収集や注視が必要である。また、脆弱な

セグメントは存在する可能性が高く、その抽出やそのような特徴を有する者に対する予防的ケアが必

要と考えられる。 

○ ニューヨークでの調査によると、アルコールや薬物使用障害の患者は、新型コロナウイルス感染症によ

る入院や ICU 入院のリスクが高く、感染時の有害な結果と関連することが示唆されている 8)。アルコー

ル使用障害者に対する感染予防は特に重要と考えられる。 
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様式２  

（領域名）（５）喫煙   

 

背景  

○ 喫煙は、日本人が命を落とす最大かつ回避可能な単一のリスク因子であり、喫煙者本人の喫煙に

よる年間の超過死亡数は 13 万人と報告されている１）。一方、受動喫煙による超過死亡数は、約

15,000 人と推定されている２）。これらの健康被害により、多くの超過医療費、労働力損失等の経

済損失が生じている。 

○ 当面並びに将来の健康被害や経済損失を回避するために、また、たばこの規制に関する世界保健

機関枠組条約（以下「たばこ規制枠組条約」という。）の締約国としての国際的責務を果たすため

にも、たばこ対策の着実な実行が必要である。 

○ たばこ対策に関する指標としては、「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」に関わるも

のを設定することが重要である。喫煙率の低下は、それが喫煙による健康被害を確実に減少させる最

善の解決策である３）。また、受動喫煙の曝露状況の改善により、短期的に急性心筋梗塞や成人

及び小児の喘息等の呼吸器疾患による入院を減少させる等、確実な健康改善効果が期待できる
４）。 

○ 健康日本 21（第二次）においては、成人の喫煙率の低下、未成年者1 の喫煙をなくす、妊娠中

の喫煙をなくす、受動喫煙の機会を有する者の割合の低下の４つの目標を設定した（図）。 

 

１ 目標項目の評価状況 

評価 項目数 

Ａ  目標値に達した 0 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある ４ 

    Ｂ* Ｂの中で目標年度までに   
（内３） 

         目標到達が危ぶまれるもの  

Ｃ  変わらない 0 

Ｄ  悪化している 0 

Ｅ  評価困難 ０ 

 

                                            
1 民法の改正法施行に伴い、令和４年４月１日から「未成年者」を「20 歳未満の者」と呼称する。

以下同じ。 

目標項目 評価 

① 成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） B* 

② 未成年者の喫煙をなくす B 

中学 1 年生 男子 （B） 
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出典：健康日本 21（第二次）の推進に関する参考資料 

 

① 成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 

○ 成人の喫煙率の直近値（令和元（2019）年）は 16.7%で、ベースライン（平成 22

（2010）年）の 19.5%と比較して有意に減少（P=0.04）した。経年的な推移の分析では、

平成 24（2012）年までは有意な減少はなかったが、その後、有意に減少（P=0.005）した。 

○ 男女別にみると、男性の喫煙率は有意に減少したが、女性の喫煙率は有意な増減がなかった。 

中学 1 年生 女子 （B*） 

高校３年生 男子 （B） 

高校３年生 女子 （B） 

③妊娠中の喫煙をなくす B* 

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 B* 

行政機関 （B*） 

医療機関 （B*） 

職場 （B*） 

家庭 （B* 

飲食店 （B*） 
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○ 年齢階級別にみると、男性は 60 代を除く年代で減少傾向がみられた。女性は 20～40 代で減

少傾向がみられたが、50～60 代では増加傾向がみられた。 

○ 分析に基づく評価は、有意に改善しているが、ベースラインから直近までに 2.8%しか減少しておら

ず、目標年度までの目標達成が危ぶまれることから B*と判定した。 

 

図 1：成人の喫煙率の推移（男女計） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

注：平成 25（2013）年以降の喫煙者の定義は、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う

日がある」と回答した者。ただし、平成 23、24（2011、2012）年は、これまでたばこを習慣的

に吸っていたことがある者のうち、「この１ヶ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した

者であり、平成 15～22（2003～2010） 年は、合計 100 本以上又は６ヶ月以上たばこ

を吸っている（吸っていた）者、平成 12～14（2000～2002） 年は、現在喫煙している者。 
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図２：成人の喫煙率の推移 

男性                           女性 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図３：喫煙率の推移（年齢階級別 男女計） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図４：喫煙率の推移（年齢階級別） 

男性                            女性 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

② 未成年者の喫煙をなくす 

○ 中学１年生男子の喫煙率の直近値（平成 29（2017）年）は 0.5%で、ベースライン（平

成 22（2010）年）の 1.6%と比較して減少（相対的変化 －69%）した。中学 1 年生女

子の喫煙率についても、直近値（平成 29 年（2017））は 0.5%で、ベースライン（平成 22

（2010）年）の 0.9%と比較して減少（相対的変化 －44%）した。 

○ 高校３年生男子の喫煙率の直近値（平成 29（2017）年）は 3.1%で、ベースライン（平

成 22（2010）年）の 8.6%と比較して減少（相対的変化 －64%）した。高校３年生女

子の喫煙率についても、直近値（平成 29（2017）年）は 1.3%で、ベースライン（平成 22

（2010）年）の 3.8%と比較して減少（相対的変化 －66%）した。 

○ 分析に基づく評価は、未成年者（中学 1 年生、高校３年生）の喫煙率は、男女ともに減少し

ており、中学１年生女子を除いてはこのままの減少率を維持することで、目標年度までの目標達

成が見込まれることから B と判定した。中学１年生女子については、目標年度までの目標達成が

危ぶまれることから B*とした。 

【参考】 

・ 令和 3（2021）年度の調査に関しては、コロナ禍の影響を受けていること、またそれまでの対面式

アンケートから、対面式と web アンケートを組み合わせた調査となったことから、参考値とした。 

・ 令和 3（2021）年の値は、中学 1 年生男子 0.1％、中学 1 年生女子 0.1％、高校 3 年生

男子 1.0％、高校 3 年生女子 0.6％であった。 
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図 5：未成年者の喫煙率 

中学 1 年生男子                       中学 1 年生女子 

 
高校３年生男子                       高校３年生女子 

 

注：平成 22（2010）年、平成 26（2014）年は「この 30 日間に、何日タバコを吸いましたか？」 

平成 29（2017）年、令和３（2021）年は「この 30 日間に、何日、紙巻きタバコを吸いまし

たか？」の問いに対し、「1-2 日」、「３-５日」、「６-９日」、「10-19 日」、「20-29 日」、「毎日」

と回答した者を集計。 

出典：厚生労働科学研究費補助金による研究班の調査 

平成 22（2010）年調査：「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」（研究代

表者：大井田 隆）平成 23 年報告書 

平成 26（2014）年調査：「未成年者の健康課題及び生活習慣に関する実態調査研究」

（研究代表者：大井田 隆）平成 27 年報告書 

平成 29（2017）年調査：「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の

効果的な介入方法の開発に関する研究」（研究代表者：尾崎米厚）平

成 29 年報告書 

令和３ （2021）年調査：「喫煙、飲酒等生活習慣の実態把握及び生活習慣の改善に向

けた研究」（研究代表者：尾崎米厚）令和３年報告書 
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③ 妊娠中の喫煙をなくす 

○ 妊娠中の喫煙率の直近値（令和元（2019）年）は 2.3％であり、ベースライン（平成 22

（2010）年）の 5.0%と比較して減少している。 

○  分析に基づく評価は、改善傾向にあるが、ベースラインと目標値を結ぶ直線のレベルまでは減少し

ておらず、目標年度までの目標達成が危ぶまれることから B*とした。 

 

図 6：妊娠中の喫煙 

 

出典：厚生労働省母子保健課調査 

平成 25 年は、厚生労働科学研究費「「健やか親子 21」の最終評価・課題分析及び次期国

民健康運動の推進に関する研究」 

 

④ 受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 

○ 受動喫煙の機会を有する者の割合の減少については、目標として設定された５つのすべての項目

について目標値が「望まない受動喫煙のない社会の実現」に変更されたが、具体的な数値目標が

設定されていない。 

○ 以下に、最も厳しい目標（受動喫煙の機会を有する者の割合が０%）を仮定した場合の評価

結果を項目ごとに述べる。 

○ 行政機関で受動喫煙の機会を有する者の割合の直近値は 4.1%（令和元（2019）年）で、

ベースライン（平成 20（2008）年）の 16.9%と比較して有意に減少（P<0.01）した。経年

的な推移の分析でも有意に減少（P<0.01）した。男女別にみても、男女ともに有意に減少して

おり、すべての年齢階級で減少傾向がみられた。 

○ 最も厳しい目標値（０%）に対する評価は、有意な改善がみられているが、ベースラインと目標

値を結ぶ直線のレベルまでは減少しておらず、目標年度までの目標達成が危ぶまれることから B*と
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した。 

 

図 7：受動喫煙（行政機関）の推移（男女計） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 8：受動喫煙（行政機関）の推移 

男性                              女性 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図９：受動喫煙（行政機関）の推移（年齢階級別 男女計） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 10：受動喫煙（行政機関）の推移（年齢階級別） 

男性                              女性 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

○ 医療機関で受動喫煙の機会を有する者の割合の直近値は 2.9%（令和元（2019）年）で、

ベースライン（平成 20（2008）年）の 13.3%と比較して有意に減少（P<0.01）した。経年的

な推移の分析でも、有意に減少（P<0.01）した。男女別にみても、男女ともに有意に減少しており、

すべての年齢階級で減少傾向がみられた。 

○最も厳しい目標値（０%）に対する評価は、有意な改善がみられており、このままの減少率を維持

することで、目標年度までの目標達成が見込まれることから B*とした。 
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図 11：受動喫煙（医療機関）の推移（男女計） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 12：受動喫煙（医療機関）の推移 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図 13：受動喫煙（医療機関）の推移（年齢階級別 男女計） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 14：受動喫煙（医療機関）の推移（年齢階級別） 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

○ 受動喫煙防止対策（全面禁煙又は空間分煙）を講じている職場の割合の直近値は 71.8%

（平成 30（2018）年）で、ベースライン（平成 23（2011）年）の 64.0%と比較して増加

（相対的変化 +12.2%）した。 

○ 最も厳しい目標値、すなわち 100%の職場が受動喫煙防止対策（全面禁煙又は空間分煙）を

講じているとした場合の評価では、有意な改善がみられているが、目標年度までの目標達成が危ぶま

れることから B*とした。 
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図 15：受動喫煙（職場）の推移 

 

出典：厚生労働省「職場における受動喫煙防止対策に係る調査」 

平成 24 年度以降は、厚生労働省「労働者健康状況調査」等 

 

○ 家庭で受動喫煙の機会を有する者の割合の直近値は 6.9%（令和元（2019）年）で、ベース

ライン（平成 22（2010）年）の 10.7%と比較して有意に減少（P<0.01）した。経年的な推

移の分析でも、有意に減少（P<0.01）した。男女別にみても、男女ともに有意に減少しており、ほ

ぼすべての年齢階級で減少傾向がみられた。 

○ 最も厳しい目標値（０%）に対する評価は、有意な改善がみられているが、目標年度までの目標

達成が危ぶまれることから B*とした。 

 

図 16：受動喫煙（家庭）の推移（男女計） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図 17：受動喫煙（家庭）の推移 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 18：受動喫煙（家庭）の推移（年齢階級別 男女計） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図 19：受動喫煙（家庭）の推移（年齢階級別） 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

○ 飲食店で受動喫煙の機会を有する者の割合の直近値は 29.6%（令和元（2019）年）で、ベ

ースライン（平成 22（2010）年）の 50.1%と比較して有意に減少（P<0.01）した。経年的な

推移の分析でも、有意に減少（P<0.01）した。男女別にみても、男女ともに有意に減少しており、

すべての年齢階級で減少傾向がみられた。 

○ 最も厳しい目標値（０%）に対する評価は、有意な改善がみられたが、目標年度までの目標達

成が危ぶまれることから、B*とした。 

 

図 20：受動喫煙（飲食店）の推移（男女計） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図 21：受動喫煙（飲食店）の推移 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

図 22：受動喫煙（飲食店）の推移（年齢階級別 男女計） 

 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 
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図 23：受動喫煙（飲食店）の推移（年齢階級別） 

男性                              女性 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

 

２ 関連する取組 

＜領域全体に係る取組＞ 

○ 平成 30 (2018) 年から段階的なたばこ税率の引上げ（令和３（2021）年 10 月まで）及

び加熱式たばこの課税方式の見直し（令和４（2022）年 10 月まで）を行った。また、旧３級

品の特例税率を令和元（2019）年９月に廃止した。 

〇 注意文言表示規制及び広告規制については、平成 30（2018）年 12 月に財政制度等審

議会たばこ事業等分科会において、「注意文言表示規制・広告規制等の見直し等について」がと

りまとめられ、注意文言の表示面積を 50％に拡大する等の規制が令和２（2020）年 7 月より

全面適用された。 

○ 「喫煙と健康問題に関する検討会報告書」から10年以上が経過しており、また喫煙の健康影響

やたばこ対策の重要性について普及啓発を一層推進する必要が出てきた状況の下、「喫煙と健康 

喫煙の健康影響に関する検討会報告書」をとりまとめた（平成28（2016）年８月）。 

○ 東京オリンピック・パラリンピックを契機に、受動喫煙防止対策の強化を目指し、改正健康増進法

の段階的施行（令和２（2020）年４月全面施行）を実施。その結果、多数の者が利用する

施設等において原則屋内禁煙が義務化。 

○ たばこ規制枠組条約の締約国として COP１（平成 18（2006）年）～COP９（令和３

（2021）年）（締約国会議）に参加した。  

○ 医療や健診等種々の保健事業の現場において、禁煙支援や受動喫煙対策を普及していくため、

｢たばこ・アルコール対策担当者講習会｣により、保健医療従事者向けの研修会を実施。 
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＜各目標項目に係る取組＞  

① 成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる） 

○ ｢標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】｣において、健診当日からの喫煙に関する保健指

導の内容が強化されたことを踏まえ、｢禁煙支援マニュアル（第二版）｣に改訂（平成 25

（2013）年４月)。また、受動喫煙に関する状況の変化、加熱式たばこの登場等の環境変化

を受け、禁煙支援マニュアル（第二版）の増補改訂（平成 30（2018）年 5 月 31 日）を行

った。 

○ 禁煙週間（５月 31 日～６月６日）及び世界禁煙デー（５月 31 日）に、記念シンポジウ

ムの開催及びウェブサイトを活用した情報提供等を実施。 

○ スマート・ライフ・プロジェクトに参画している企業・団体・自治体と協力・連携し、国民運動として

禁煙施策を推進。禁煙に独自に取り組んだ組織・団体を事例集として取りまとめ、好事例の横展

開を図った。 

 

② 未成年者の喫煙をなくす 

○ 地方自治体による未成年者喫煙防止対策を効果的に推進するため、学校保健担当者等を対

象とした未成年者の喫煙防止に効果的な教育方法等を指導する講習会等を実施。 

○ 厚生労働科学研究費補助金を用い、喫煙状態も含め、未成年者の健康課題及び生活習慣

に関する実態調査を実施。 

 

③ 妊娠中の喫煙をなくす 

○ 各都道府県等が行う若年女性に対する普及啓発に関する事業として、喫煙と健康問題に関す

るチラシ・ポスター等の作成、ウェブサイト、シンポジウム等による普及啓発を実施。 

○ 母子健康手帳において、妊娠中の喫煙のリスクを啓発。 

 

④ 受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の減少 

○ 各都道府県等が行う受動喫煙防止対策に対する講習会等を通じ、地域と連携した受動喫煙

防止対策を含むたばこ対策を推進。 

○ 受動喫煙防止対策助成金や相談支援事業、職場におけるたばこ煙等の測定支援事業等を通

じ、職場における受動喫煙防止対策の取組支援を実施。 

○ 労働安全衛生法を改正し（平成 26（2014）年６月）、事業者及び事業場の実情に応じ、

受動喫煙を防止するための適切な措置を講じることを事業者の努力義務と規定（平成 27

（2015）年６月施行）。 

○ 「受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマーク（けむいモン）を発表（平成 28（2016）年 11

月)。 

○ 「なくそう。望まない受動喫煙特設サイト」を開設（平成 31（2019）年 2 月） 

○ 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン策定（令和元年（2019）年 7 月） 

○ 東京オリンピック・パラリンピックを契機に、受動喫煙防止対策の強化を目指し、改正健康増進法
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の段階的施行（令和２（2020)年 4 月全面施行）を実施。 

○ 改正健康増進法全面施行に伴う受動喫煙対策の実施状況を評価するために、令和元

（2019）年から、毎年、喫煙環境における実態調査を実施。 

 

３ 各目標項目の評価に係る要因分析及び領域全体としての評価 

＜各目標項目の評価の要因分析＞ 

① 「成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）」の評価は、「B*：改善しているが、目標

年度までの目標達成が危ぶまれる」であった。改善がみられた理由は、健康日本 21（第二次）開

始以降のたばこ対策の進展による可能性が考えられる。しかし、喫煙率の低下にインパクトの大きい

対策が実施されていないため、喫煙率はベースラインから 2.8%の減少にとどまっており、このままでは

目標値 12％の達成は難しい。今後、たばこ規制枠組条約に基づいた一層の対策が求められる。 

 

② 「未成年者の喫煙をなくす」の総合評価は、「B：現時点で目標値に達していないが、改善傾向に

ある」であった。未成年者（中学 1 年生、高校３年生）の喫煙率は、男女ともに減少しており、中学

１年生女子を除いて、このままの減少率を維持することで、目標年度までの目標達成が見込まれる。そ

の要因としては、健康日本 21（第一次）の時期から実施されてきた学校の敷地内禁煙化、たばこ価

格の上昇等のたばこ対策の進展に加えて、近年の成人喫煙率の減少に伴う保護者等の周囲の喫煙環

境の変化が影響している可能性が考えられる。 

 

③ 「妊娠中の喫煙をなくす」の評価は、「B*：改善しているが、目標年度までの目標達成が危ぶまれ

る」であった。改善がみられたものの目標達成が危ぶまれる理由については、上述の成人の喫煙率の減

少の理由と同様である。今後、たばこ規制枠組条約に基づいた対策を推進するとともに、母子健康手

帳等の活用が求められる。 

 

④ 「受動喫煙の機会を有する者の割合の減少」の総合評価は、「B*：改善しているが、目標年度ま

での目標達成が危ぶまれる」であった。改善がみられたのは、健康増進法に基づく受動喫煙防止の努力

義務の浸透に加えて、令和元（2019）年 7 月に行政機関や医療機関、学校を対象に実施された

改正健康増進法の一部施行の影響が考えられる。目標として掲げられている「望まない受動喫煙のな

い社会の実現」の実現のためには、たばこ規制枠組条約に沿ったたばこ対策の強化が求められる。 

 

＜領域全体としての評価＞ 

○ たばこ対策に関する４つの指標はいずれも改善傾向にあるが、未成年者の喫煙率を除く３つの

指標については、改善が十分でなく、このままでは目標値の達成は難しい。今後、たばこ規制枠組

条約に基づいた一層の対策が求められる。 
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４ 今後の課題 

＜領域全体としての課題＞ 

○ 世界保健機関（WHO）によるわが国のたばこ対策の評価は近年改善傾向にある（表）5）。しか

し、喫煙者へのたばこ対策のインパクトを評価した調査 6-7）や、これまで実施されたたばこ税・価格の

引き上げの価格弾力性や禁煙率への影響 8-9）を調べた研究によると、わが国のたばこ対策の規制レ

ベルが不十分であることが指摘されている。たばこ規制枠組み条約において、たばこ税率引き上げ、た

ばこ製品の警告表示はそれぞれ、４段階評価で上から２番目とされており、引き続き、インパクト評

価にもとづいた取組の検討が必要である。これら主要政策のインパクトの評価が厚生労働科学研究

で実施されているが、今後継続して評価を実施できる体制の構築が必要である。また、わが国の実態

にあった効果的なたばこ対策の在り方や方法論を検討する研究も必要である。 

 

図 24 たばこ規制枠組条約に基づく履行状況評価について海外との比較 

 
※１）フランス、イタリアについては、屋内に技術的基準を満たした喫煙室の設置が認められている施設

がある（2019 年報告）。その場合、当該評価において、WHO は“No”（規制がされていない）

と判定している。 

２）国一律の方記載ではなく、州法や自治体条例によって規制が講じられている国（米国等）も

ある。上記の評価よりも厳しい規制がされている地域はある、例えば、ニューヨーク州は上記評価

より税率が高い。 

 

 

 

 

 

項目 内容 日本 米国 英国 フランス ドイツ イタリア カナダ

M 喫煙状況の調査 優 優 優 優 優 優 優

P 受動喫煙対策 可 不可 優 可 不可 不可 優

O 禁煙支援 良 優 良 良 良 良 優

たばこパッケージ

警告表示
良 優 優 優 優 優 優

メディア・キャンペーン 優 優 優 優 優 不可 良

E
広告・販促・後援

の規制
不可 不可 良 良 良 良 良

R
たばこ（紙巻たばこ）

税引き上げ

良

61%

可

40%

優

79.3%

優

83.2%

良

63.5%

優

76.6%

良

61.7%

W
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図 25 たばこ規制枠組条約に基づく履行状況評価について 

 
※１）WHO 報告書の４段階評価を、上から優・良・可・不可と表記した。 

２）受動喫煙対策（健康増進法改正）については、施行前の 2019 年報告で「前もって」評価を

上げられたため、2021 年報告は変化していない。 

 

○国民の健康を守る観点を踏まえ、たばこ規制枠組条約の趣旨に基づいたたばこ税率の在り方に対

する更なる検討、望まない受動喫煙のない社会の実現、たばこ製品の警告表示に対する規制、メ

ディアキャンペーンの実施、禁煙支援・治療の推進、たばこ広告・販売促進・後援活動の規制の着

実な実施と必要に応じた見直しを組み合わせて強力に進めることが喫緊の課題である。 

○ 禁煙支援・治療の推進については、医療や健診等の現場での短時間禁煙支援の普及、禁煙の

相談を気軽にできるクイットラインの拡充整備、オンライン診療等の ICT を活用した禁煙治療への

アクセスの向上といった対策を組み合わせて、禁煙しやすい環境を整備する必要がある。 

○ 喫煙率 10-12）や受動喫煙による曝露 11,13）について、所得や学歴等の社会経済状況の違いに

よる格差が明らかになっており、健康格差是正の観点からの対策が必要である。 

○ 加熱式たばこについては、その長期の健康影響についてはまだ明らかでないが、有害成分分析等

による健康リスク評価やたばこ規制への影響を考えると、予防原則に基づいて、紙巻たばこと同様

の規制を行うことが望ましい 14）が、引き続き知見の収集が必要である。 

 

＜各目標項目に係る課題＞ 

①  成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる） 

○ 成人の喫煙率の低下は近い将来の喫煙関連疾患の発症や死亡の減少につながる主要指標で

あり、短期の喫煙による健康被害を減らす上で重要である 15）。 

項目 内容
2016年

(2017年報告書)

2018年

(2019年報告書)

2020年

(2021年報告書)

M 喫煙状況の調査 優 優 優

P 受動喫煙対策 不可 可 可

O 禁煙支援 良 良 良

たばこパッケージ警告表示 可 可 良

メディア・キャンペーン 不可 可 優

E 広告・販促・後援の規制 不可 不可 不可

R たばこ税引き上げ 良 良 良

W

〇 健康増進法改正に伴う「受動喫煙防止」キャンペーンが、最高ランクに評価された。

〇 パッケージ警告表示も、表裏50％拡大（財務省令改正）により、一ランク上がった。
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○ 厚生労働科学研究で実施している主要なたばこ政策のインパクトの評価やたばこ規制の国際比

較の結果を参考にして、引き続き、たばこ規制枠組条約を踏まえた規制の検討と着実な実行が

必要。国民の健康を守る観点を踏まえ、たばこ規制枠組条約の趣旨に基づいたたばこ税率の在

り方に対する更なる検討、たばこ製品の警告表示に対する規制を組み合わせて強力に進めるこ

とが必要。 

○ わが国の保健医療の制度やクイットライン、ICT 等を活用した、多くの喫煙をやめたい喫煙者を支

援する保健医療のシステムの構築が必要。 

○ 医療や健診等種々の保健事業において、短時間禁煙支援を普及するための指導者養成の推

進が望まれる。対面型の研修だけでなく、忙しい保健医療従事者が参加しやすい開催方式（オン

ライン研修、e ラーニング等）の導入と普及が必要。 

○ 世界保健機関の世界禁煙デー等に合わせて、たばこの健康影響（特に加熱式たばこ）、禁煙

治療、わが国のたばこ対策の現状や課題等について、国民にわかりやすく、かつ行動変容を促すイ

ベントやメディアキャンペーンの開催方法の検討と実施が必要。 

 

② 未成年者の喫煙をなくす 

○ 未成年者の喫煙率の低下は短期間の喫煙による健康被害の減少につながらないが、家庭や学

校等での受動喫煙対策や成人の喫煙率の減少に伴って未成年者の喫煙率の低下がみられるこ

とから、たばこ対策全般の効果を中・長期的に評価する上での重要な指標である 15）。 

○ 未成年者の喫煙率の低下のためには、成人喫煙率の減少と同様、たばこ規制枠組条約に基づ

いた一層の対策の強化が必要。 

○ 未成年者の喫煙防止に焦点を当てた取組として、教育機関・児童福祉施設等での敷地内禁

煙の徹底、学校を中心とした喫煙防止教育のさらなる普及、未成年者へのたばこ煙の曝露の減

少に向け、家庭や地域と連携した喫煙防止や受動喫煙防止の教育活動の推進、小売店に対す

る指導や店頭での周知の徹底が必要。 

 

③ 妊娠中の喫煙をなくす 

○ 妊娠中及び出産直後の母親の喫煙率の低下は、妊娠出産のアウトカムの改善だけでなく、出生

児の長期的な健康の改善につながる。また、妊娠中の禁煙の介入はたばこの煙のない家庭をつ

くる上での重要な入口となる。 

○ 妊婦の喫煙率低下に焦点を当てた取組として、妊娠中の喫煙による健康へのリスク等の普及啓

発活動に加えて、母子健康手帳の活用が必要。地域においてこれらの取組が妊娠中から子育

ての期間中、シームレスに実施されるために、関係機関が連携・協働した体制の構築が必要。 

 

 

 

 

 



49 

 

④ 受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の減

少 

○ 受動喫煙の曝露状況の改善は、短期間で急性心筋梗塞や成人及び小児の喘息等の呼吸器

疾患による入院の減少等、確実な健康改善効果が期待できる 15）。望まない受動喫煙のない社

会の実現の達成状況を評価する上での指標として重要であり、特に１日の中でも過ごす時間の

長い職場や家庭での曝露の低減は重要である。 

○ 令和２（2020）年度に全面施行された改正健康増進法の実効性を高めるためには、関係施設

の周知をはじめ、法律の遵守状況のモニタリングと違反者の取り締まりが必要であり、そのための体制

づくりが重要。 

○ たばこ規制枠組条約のガイドラインでは、喫煙室を設けない屋内全面禁煙が国際標準として求めら

れている。飲食店やバーも職場という側面を有しており、受動喫煙の他者危害性や健康被害の大き

さを考えると、多数の者が利用する施設等における屋内全面禁煙にむけた改正健康増進法の法的

規制の強化が必要。また、学校、病院、行政機関等の公共性の高い施設については、望まない受動

喫煙のない社会の実現のシンボルとして、敷地内禁煙化の取組を促すための法的規制も含めた働き

かけを検討、実施。 

○ 家庭（自家用車を含む）や屋外での受動喫煙の防止が改正健康増進法において努力義務とな

っている。このことを広く周知し、社会全体で受動喫煙の曝露の低減につなげる取組が必要。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の課題 

喫煙は、新型コロナウイルス肺炎の重症化に直接関わるだけでなく、COPD、CKD、２型糖尿病等の

基礎疾患の重症化を介しても、新型コロナウイルス感染の重症化を引き起こすことが報告されている 16）。

第１波の感染拡大に伴う喫煙行動に与える影響については、心理特性やストレス、経済状況によって、

その影響が異なることが海外の研究で報告されている。たとえば、コロナ禍における外出制限や隔離に伴

うストレスが高いと喫煙量が増加したが，感染への恐れによるストレスが高いと喫煙量が減少した 17）。

2020 年４月からの初回の緊急事態宣言下での喫煙行動への影響を調べた国内の調査研究でも、喫

煙者の特性によって影響が異なっていた 18）。全体の 32.1%で喫煙本数が増加した一方、11.9%が

禁煙していた。男性や高齢者では禁煙や本数を減らす行動をとりやすかったのに対して、テレワーク実施

や一人暮らしでは喫煙本数の増加がみられた。紙巻たばこから加熱式たばこに切り替えた場合は禁煙行

動をとりにくかった。国立がん研究センターが 2021 年３月に実施した調査においても、同居人の喫煙に

よる受動喫煙が増加していると回答した非喫煙者が 10%いたのに対して、減っていると回答した割合は

1.6%に過ぎなかった 19）。そのほか、厚生労働科学研究においてコロナ禍における社会・健康格差評

価研究としてインターネット調査（JACSIS study）が実施されており、その結果が待たれるところである。 

新型コロナウイルス感染の再拡大及び今後の新しい感染症の流行に備えた対策を検討するために、

１年間以上続いたコロナ禍が集団全体の喫煙にどのような影響を与えたのかについて、喫煙率やたばこ

の消費量を指標として評価を行う必要がある。 
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